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解体用機械をご使用のみなさまへ ＠ａ建設荷役車両安全技術協会

　　　特定自主検査の対象機械に
３種類の解体用機械が追加されました

解体用機械 追加

１年に１回、特定自主検査を実施しましょう！！

・平成２５年了月から上記３種の解体用磯械か特定自主検識（以下「特自検」という｡）の対象機械にな　

りました．これらの機械については年に１回、何回信者による」将自検を実施しなければなりません。

　（労働安全衛生法第４５条、即勁安全明生規則患167条、男169条の2）

●遅くとも平成２６年６月来までには解体用機械としての指目桟を実施してください。実施していない　

場合は罰則の適用かあります｡（労・安全面生法弟１２０条、第１２２条）

●自社に「整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用」の特自検布両格者かすでにいる場合はその石か　

特自検（事業内検査）を実施できます。自社「こ当該有資格者かいない場合は、登録検査業者へ特自険　

（検査業者検査）.をこ依頼ください。

■公益社団法人建設荷役車両安全技術協会（略称建荷協（けんにきょう））では特自検に関する法令改　

正内容の周知のための「実務研修『解体用機械（追加規制）コース」」を用意しています，特自検有漏　

格器の万は受講されることをお奨めします。

・特自検の記録（検査記録表）を３年間保存するとともにペースマシン「こは「特定自主検査済標章」を　

貼付しなければなりません。（労㈲安全衛生規則第169条、第169条の2）

・解体用アタッチメントには「アタッチメント検査済シール」を検査実施のS正として貼るよう努めるこ　

ととされています。（平或25年６月３日付基安発0603第１号）
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易い箇所に貼付する。

汚損・破損の一度磯辺実施

時期を確認して貼哺える。

特定自主検査済標章

・事業内検査用
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(標章の色は年ごとに異なります)

ドうグ･ショベルと解体用機械の鰻用機の場合、ド

うグ･シＳベルとして捲自検を実施済の機械に解体

用榎捕として特自検を行った垣８は特定自主検査

済賑章をあらためて貼付する必罰はありません。
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〒650-0024　神戸市中央区海岸通８優　神港ビル703号　　　

電話Q78-332-4936　　FA X078-392¬B921

　　ホームページhttpゾ/www kennikyo-hyoｺﾞgo.jp/
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